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の

一
考
察

小

室

百

合

皿III

目

次

は
じ
め
に

B
G
H

一
九
九
九
年
四
月
二
九
日
の
事
案

ド
イ
ツ
の
学
説

結
び

日
本
に
お

い
て
承
認
執
行
す
る
場
合
の
間
接
管
轄
の
要
件
に
つ
い
て

1



2神奈川法学第37巻 第23号2005年{287)

一

は

じ

め

に

ア
メ
リ
カ
合
衆

国

の
よ
う

な
地
域
的

不
統

一
法

国

の
判
決
を
承
認
執
行
す

る
場
合

、
国
際
裁
判
管
轄

(間
接
的

一
般
管
轄
)

の
要
件

に

つ
い
て
若

干

の
問
題
が
生
じ

る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
法

か
ら
み

て
管
轄

地
と

し
て
指
定

さ
れ
た
州
と
実
際

に
当
該
外
国
判
決
を

下
し
た
州

と

が
異

な
る
場
合

、
管

轄

の
要
件

は
満

た
さ
れ

て

い
る

の
か
否

か
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ

の
よ
う
な
問
題
は
、
ま
だ

日
本

で
生
じ

て

(
1

)

お
ら
ず

、
従

っ
て
議
論
も

さ
れ

て
い
な

い
の
が
現
状

で
あ

る
。
し
か
し
、
ド
イ

ツ
で
若

干

の
議
論

が
な
さ
れ

て

い
る
よ
う
な

の
で
、
本
稿

で
は
そ
れ
ら
を
紹
介

す
る
と
と
も

に
、
地
域

的
不
統

一
法

国

の
判
決
を
承
認
執
行
す

る
場
合

の
国
際
裁
判
管

轄

(間
接
的

一
般
管
轄
)

に

つ
い
て
、
考
察

を
す
る
こ
と

に
す
る
。

二

(
2

)

B
G
H

一
九
九
九
年
四
月

二
九
日
の
事
案

原

告

は

、

ア

メ

リ

カ
、

ウ

ィ

ス

コ
ン

シ

ン
州

、

ミ

ル
ウ

ォ
ー

キ

ー

に

住
む

女

性

で
あ

る

。

原
告

は

、

一
九

八

六
年

に

イ

リ

ノ
イ

州

に
あ

る

い

ζ

舘
ぼ
器

目
0
9

0
0
日
冨

コ
ど

H
⇒
ρ
会

社

(
以

下

L
会

社

と
略

す

)

か

ら

、
ド

イ

ツ
企

業

じ

ミ

Φ
蒔

N
Φ
ロ
oq
ヨ
霧
o
匡
口
Φ
亭

壁
げ
同涛

い
¢

(以

下

L

.
L

u
会

社

と

略

す

)
会

社

が
製

造

し

た

Q。
B
巨
α
お
機

械

を

購

入

し

た

。

被

告

一
は

、

L
会

社

の
唯

一
の
持

ち

主

で
あ

り

、

L
会

社

の
社

長

で
あ

り

、

L

.
L

u
会

社

の
経

営

者

で
あ

っ
た

。

L

.
L

u
会

社

の
持

ち

主

は

、

当

時

は

被

告

二

で
あ

り

、

一
九

九

〇
年

二
月

二

入

日

に
被

告

三
が

同

会

社

(L

.
L

u
会

社

)

を

引

き

継

い
だ

。

原

告

の
主

張

に

よ

れ
ば

、

原
告

が

購

入

し

た

機

械

に

は

欠

陥

が

あ

っ
て
、

正

常

に
運

行

で
き

な

か

っ
た

と

の

こ
と

で
あ

る

。

原

告

は
、

一
九

九

一
年

の
初

め

に
、

ま

ず

L

会

社

を

、

ウ

ィ

ス

コ

ン
シ

ン
州

の
連

邦

地

方

裁

判

所

d
コ
圃9
α

Q。
δ
8
ω
コ

ω
三

9

0
0
霞

#

国
。。
ω
9
≡
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3

∪
幹

『
§

o
h
芝
曽

8

ω
5
に
損
害

賠
償
を
求

め
て
訴
え
た
。
続

い
て
、
原
告

は
ド
イ

ツ
に
住

む
被
告

一
～
被
告
三

に
訴
訟
を
拡
大

し
、
そ
の

際

に
、

L
r

u
と

し
て
営
業
活
動
を

し
た
こ
と
を
挙
げ

て

い
た
。
召
喚
状
を
伴

っ
た
訴
状
は
、

一
九
九

一
年

三
月

二
一二
日

に
被
告

達
宛

に

送
達

さ
れ
た
。

こ
の
当
時

、
イ
リ
ノ
イ
州

の
土
地
を
被
告

一
と
被
告

二
は
所
有

し

て
い
た
が
、

]
九
九

一
年

の
間
に
彼

ら
は
こ

の
土
地
を

被

告

三
に
譲
渡

し
た
。
被
告
達
と

L
会
社

は

一
九
九

一
年

八
月
五
日
に

ア
メ
リ
カ
で
破
産
を
申

し
立

て
た
が
、
訴
訟

に
は
応
訴

し
な
か

っ

た
。

一
九
九

二
年

一
月

一
六
日

の
欠
席
判
決

に
よ

っ
て
、

ア
メ
リ
カ

の
連
邦
地
方
裁
判
所

は
被
告
達
を
連
帯
債
務
者
と

し
、
訴
訟
費
用
と

と
も

に
二
二
八
万
五
七
ド

ル
三

〇
セ

ン
ト
を
原
告

に
支
払
う

よ
う
判
決
を

下
し
た
。
判
決

の
総
額

の
う
ち
、

一
〇
〇
万
ド

ル
が
懲
罰
的
損

害
賠

償

で
あ

っ
た
。

本
件

訴
訟
手
続

で
は
、
原
告
は
、
被
告

一
～
被
告

三
に
対
す

る
ア
メ
リ

カ
裁
判
所
判
決

の

一
部

の
執
行
を
求
め
た
。
す
な
わ
ち
、
補
償

的
損

害
賠
償

に
あ

た
る
、

一
二
八
万

五
七
ド

ル
三
〇
セ

ン
ト

に

=

一〇
ド
ル

の
訴

訟
費
用
を
加
え

た
部
分

で
あ

る
。

ラ
ン
ト
裁

判
所
は

、

相

互

の
保

証

の
要
件

に

つ
い
て
鑑
定

人

の
鑑
定
結
果
を

ふ
ま
え

て
、
当
該

訴
え
を

認
め
た
。

そ

こ
で
、
被
告

は
訴
え

の
却

下
を
求

め

て
オ

(
3

)

ー
バ
ー

ラ
ン
ト
裁
判
所

に
控
訴
し
た
と

こ
ろ
、

オ
ー
バ
ー

ラ
ン
ト
裁
判
所

は
請
求
を
棄
却

し
た
。

こ
れ
に
対

し
、
原
告
は
上
告
し
た
..
独

米

間
に
は
、
条
約

の
規
定

が
な

い
の
で
、

B
G
H
は
本
件

判
決

の
承
認
執
行

の
可
否
を

一
般

条
項
、
す
な
わ
ち
Z
P
O
三

二
八
条

及
び
同

七

二
二
条

に
従

っ
て
、
判
断
す

べ
き

こ
と

に
な

っ
た
。

三

ド
イ

ツ
の
学
説

(
4

)

(
5

)

こ

の
事
案

で
は
、
ド
イ

ッ
法

か
ら

み
て
、

イ
リ
ノ
イ
州
が
国
際
裁
判
管
轄

地
と
な

る

の
に
、
実

際

に
判
決
を

下
し
た

の
は
、

ウ
ィ

ス

コ
ン
シ

ン
州

の
裁
判
所

で
あ

っ
た

こ
と
が
問

題
と
な

っ
た
。
学
説

の
見
解
は
、
判
決
国
が
地
域
的

不
統

一
法
国

で
あ

る
場
合

に
、
ド
イ

ツ



4

法
か
ら
み
て
管
轄
を
有
す
る
裁
判
所
と
異
な
る
州
の
裁
判
所
が
判
決
を
下
し
た
場
合
、

国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
す
る
か
否
か
で
見
解
が
分
か
れ
る
。

当
該

判
決
を
承
認
す

る
か
否

か
、
換
言
す

れ
ば
、

神奈川法学第37巻 第2・3号2005年

(
1
)
国
際
裁
判
管

轄
肯

定
説

B
G
H
判
決

や
Ω
o
巨

臼
ら
は
、
判
決
を

下
し
た
州
l
i

B
G
H

一
九
九
九
年

四
月

二
九

日
判
決

の
事

案

の
場
合

は
、

州
1

の
裁
判
所

の
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
す

る
。
そ

の
根
拠
を
次

の
よ
う

に
説
明
す

る
。

ウ

ィ

ス

コ

ン

シ

ン

ま
ず
、

B
G
H
は
、
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

Z

P
O
三

二
八
条

一
項

一
号

は
、
判
決

国

の
裁

判
所
が
ド
イ

ッ
法

に
よ
れ
ば

国
際
裁
判
管
轄

を
持

つ
か
否
か

に
焦
点

を
合
わ

せ

て
お

(6

)

り

、
判

決
を

下
し
た

裁
判
所

が
土
地
管

轄
を
有

し
て

い
た
と
み
ら
れ

る
か
ど
う

か

は
重
要

で
は
な

い
。

ア
メ
リ
カ
と

い
う

国

の
特

殊
性

(
7

)

に

つ
い
て
は
、

ア
メ
リ
カ

の
連
邦
裁
判
籍
を
領

土
的

に
分
断
す
る

こ
と
は
正
当

で
は
な

い
。
そ
し

て
、

Z
P
O
三

二
八
条

一
項

一
号

の
目

的

は
、
統

一
的

な
連

邦
国
家

の
管
轄
を

い
く

つ
か

の
領
土
的
部
分
的
管

轄

に
分
断
す

る
こ
と
を
正
当
化

す
る
も

の
で
は
な

い
。

Z
P
O
三

二
八
条

一
項

一
号

は
、
第

一
に
、
判
決
国

の
手
続
法
を
少

な
く
と
も
国
際
的

に
受
け
入

れ
ら
れ
た
原
則

で
考
慮
す

る
こ
と
を
保
証
す

べ
き

も

の
で
あ

る
。
そ
し

て
、

Z
P
O
三

二
八
条

一
項

一
号
は
、
内
国
法
か
ら

み
れ
ば
紛
争
と
十
分
な
関
連
性
を
持
た
な

い
外
国
裁
判
所

の
前

で
防
御

し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
こ
と
か
ら
被
告
を
保
護
す

べ
き
も

の
で
あ

っ
て
、
当
該
外
国
内
部

の
土
地
管

轄

に
は
関
わ
ら
な

い
の
で
あ

(
8

)

る

。

一
定

の
外

国
法

の
適

用

か

ら

被

告

を

保

護

す

る

こ
と

を

担

っ
て

い
る

の
は

、

Z

P

O

三

二
入

条

一
項

四
号

の

み

で
あ

る
、
と

。

(289)

Z
帥
σq
Φ
ミ

Ω
o
暮
≦
巴
α
は

、

(9

)

概
説
書

に
お

い
て
、
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。



(290}地域的不統一法国の判決を日本で承認執行する場合の国際裁判管轄

(間接的一般管轄)要 件についての一考察

 

5

カ
ナ
ダ
や
米
国

の
よ
う
な
地
域
的

不
統

一
法

国
の
場
合
、

一
部

の
判
例

に
よ
れ
ば
、
承
認
が
求
め
ら
れ

て

い
る
判
決
を
下
し
た
裁
判
所

が
存
在

す

る
州
内

に
財
産

が
あ

る
こ
と
が
要
件

と
さ

れ
る

こ
と

が
あ

る
が
、

そ
れ

に
は
賛
成

し
が

た

い
、
な

ぜ
な
ら
ば

、
承
認

の
管

轄

(要
件

)

は
、

一
つ
の
国
家

を
全
体

(
総
体

)
と
し

て
見
な

し

て
お
り

、
ま
た
、

そ

の
国

の
国
内

の
裁
判
組
織

は
各

国

の
専
決
事

項
だ

か

ら

で
あ

る
。
さ
ら

に
、
米
国

の
連

邦
裁
判
所

は
ま

さ
に
統

一
的

に
組
織
さ
れ

て

い
る
。
そ

の
意

味

で
は
、
連
邦

の
州

ご
と

に
独
立

し
た
裁

判
所
が
存
在

し

て
い
る
わ
け

で
は
な

い
の
で
あ

る
。
外
国
国
家
が

バ
イ

エ
ル
ン
な
ど
に
財
産

が
あ
る
こ
と
に
着

目
し
、
財
産

が
あ

る
ラ

ン

ト

の
ラ
ン
ト
裁
判
所

か
ら
下
さ
れ
る
判
決
と

い
う
も

の
を
要
求
す

る
よ
う

に
な

っ
た
な
ら
ば

、
Z
P
O
二
一二
条
は
、
逆

に
、

そ

の
意
義
を

失
う

で
あ

ろ
う

こ
と
も
あ
わ

せ

て
検

討
す

べ
き

で
あ

る
。
ド
イ

ツ
と

同
じ
く
米

国
に
お

い
て
も

、
州

の
裁
判
所
と
連
邦
裁
判
所
と
が
権
利

保
護

シ

ス
テ
ム
を
構
築

し
て

い
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
連
邦
裁
判
所

の
判
決

の
場
合

に
も

、
国
全
体

で
管
轄
が
あ

る
こ
と

の
み
が
要
求
さ

れ

る
べ
き

で
あ

ろ
う

、
と
。

(10

)

同

じ
く

、

○
Φ
巨

興
も

概
説
書

に
お

い
て
、
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

そ

れ
ぞ
れ

固
有

の
裁
判
制
度
を
有
す

る
地
域

的
不
統

一
法

国
家

(例
え

ば

ア
メ
リ
カ
)

で
は
、
判
決
国

の
主
権
が
及

ぶ
全
地
域

に
対
し

て
、
管
轄

の
関
連
性

(管
轄
原
因
)

が
あ

れ
ば

よ

い
の
で
あ

る
。
承
認
を
求
め
ら
れ

て

い
る
判
決
を
下
し
た
裁
判
所

の
属
す

る
州

の
裁
判

所

・
裁

判
管
轄

区
域
内

の
裁
判
所

に
、

ド
イ

ツ
の
管
轄
規
則
を
仮

に
適
用
し
た
な
ら
ば
、
管
轄
が
認
め
ら
れ
た
は
ず

で
あ
る

こ
と
は
、
要

件
と

は
さ
れ

て
い
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
判
決
を

下
す
仕
事
を
当
該
国
家

の
中

で
配
分
す

る
こ
と
は
、

Z
P
O
三

二
八
条

一
項

一
号

に
よ
れ

ば
、
些

細
な
判
決

国
内

部

の
内
部
事
情

だ
か
ら

で
あ

る
。
反
対

説
に
よ
る
と

、
承

認

に
お
け

る
国
際
裁
判
管
轄

の
要
件
を
審
査
す

る
際
、

中
央
集

権
的

で
は
な

い
国
家

に

つ
い
て
は
、

Z
P
O
三

二
八
条

一
項

一
号

に
よ

っ
て
Z
P
O

一
二
条

以
下

の
規
定
と
結
び

つ
け
ら

れ

て
い

る
重

要
な
管
轄
原
因

は
、
承
認

が
求

め
ら
れ

て

い
る
外
国
判
決

の
手
続

が
行
わ

れ
た
州
内

に
存
在

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と

が
重
要
と
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な
る
と
主
張

さ
れ

て
い
る
が
、
か
よ
う

な
反
対
説
に
従
う
な
ら
ば
、
外

国
国
家

の
裁
判
所

の
構
成

原
理

が
、
判
決
国

の
国
際
裁
判
管
轄
権

の
有
無

の
審
査

の
な
か

に
組

み
込
ま
れ

て
し
ま

い
、
そ

の
結
果
、
被
告

に
は
国
際
的

な
裁
判
を
受

け
る
義
務

が
あ

る
こ
と
を
肯
定
す

る
と

い
う

、
受
け
入

れ
が
た

い
結
果
を
も

た
ら
す

こ
と

に
な

っ
て
し
ま
う
だ

ろ
う
。

つ
ま
り
、

こ
の
よ
う
な
被
告

の
国
際
的
な
裁
判
を
受
け

る

義
務
と

い
う
も

の
は
、
連
邦
制
国
家
よ
り
も

中
央
集
権
国
家

の
場
合

の
方

が
、
領

土
的

に
は
広
範

に
な

っ
て
し
ま
う

こ
と

に
な

る
。

こ

の

よ
う
な
事
態

は
、

ボ

ン
基
本
法
三
条

一
項

に
合
致

し
な

い
と

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う
。

さ
ら

に
、

ド
イ

ッ
の
よ
う

に
連
邦
と
個

々
の
州

の
裁

判
権

の
構
造

が
よ
く

似

て

い
る
国
家

の
場
合

、
何
を
要
件
と
す

べ
き

か
が
不
明
と

な
る
で
あ

ろ
う

。
確
定
判
決
を

下
し
た
裁
判
所

が
州

の

裁

判
所

で
は
な
く

て
、
当
該
判
決
国

の
国
全
体

に
お
け

る
上
級
裁
判
所

の
場
合

に
は
、

い

っ
た

い
ど
う
す
れ
ば

い
い
と
言
う

の
か
、
と
。

(
11
)

=
き
の
は
、

ゆ
O
戸

卜。
9
↑
一
㊤
り
Φ
の
判
例
評
釈

に
お

い
て
、
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

ど

の
よ
う

な
裁

判

籍

が
州
裁

判

所
判

決
を

正
当
化

す

る
か
と

い
う

問
題

に

つ
い
て
、
判
決

裁

判
所

が
帰

属

し

て

い
る
司
法
制

度

の

幻
①
oq
Φ
冨
目
Φq
ωげ
o
げ
Φ
蹄
が
誰

に
付
随

し
て

い
る
か
に
よ

っ
て
決
定
す

る
と
す

る
と

、
Z
P
O
三
二
八
条

の

一
項

一
号

の
意
味

に
お
け
る
判
決

国
は
、
州
国
家
と

い
う

こ
と

に
な
る

の
は
明
か

で
あ

る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
原
則
と
し

て
、
鏡
像
原
則
は
、
州
国
家

に
関
連
し

て
適

用
さ

れ

る
こ
と

に
な

ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら

の
鏡
像
原
則
を
形
式
的

に
適
用
す

る
こ
と

を
Z

P
O
三
二
八
条

の

一
項

一
号

の
法

目
的

に
照
ら

し
て
緩
和
す

べ
き

か
否

か

の
問
題
は
、
残

る
。

Z
P
O
三

二
八
条

の

一
項

一
号

の
規
定

の
目
的

は
、
被
告

を
過
剰
な
外
国
裁
判
籍

の
結
果

か
ら
守

る
こ
と

で
あ

る
。
承
認
管
轄
は
、
ド
イ

ツ
法
上
、
国
際
裁
判
管
轄
と
な

っ
て
現
れ

る
よ
う

な
本
質

的
関
連
性
を
被
告
自

ら

が
判
決

国
に
作
り
出

し
た
場
合

に
の
み
存
在
す

る
こ
と

に
な
る
。

ア
メ
リ
カ
と

し
て
の
全
体

の
国
家
が
、
裁
判
所
体
系

の
観
点
か
ら
唯

一

の
排
他
的
規
則
制
定
権
を
権

利
と
し

て
要
求

し
て

い
る
な
ら
ば
、
被
告
が

こ
の
裁
判
体
系

と
十
分
な
関
連
性
を
生

み
出
し

て

い
る
か
否
か

の
調
査

の
範
囲
内

で
、

ア
メ
リ
カ
全
体

の
国
に
焦
点
を
合
わ
せ

る
べ
き

で
あ

ろ
う
、
と
。
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ま
た
、
原
告

に
よ
る

フ
ォ
ー

ラ
ム
シ

ョ
ッ
ピ

ン
グ
か
ら
被
告
を
守

る
方
途

に

つ
い
て
、
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

方
法
は
、

二

つ
あ

る
。
第

一
に
Z
P
O
三
二
八
条

の

一
項
四
号

が
、
第

二
に
三

二
八
条

の

一
項

一
号

が
検
査
基
準
と

な
る
だ

ろ
う

。
私

見

に
よ
れ
ば

、
第

一
の
や
り
方
が
良

い
と
思
わ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば

、
現
在

の
段
階

で
は
、
濫
用

の
場
合

を
把
握
す

る
こ
と

が
肝
要
だ

か

ら

で
あ

る
。
鏡
像

原
則

を
州

に
適
用
す

る
こ
と

は
、

Z
P
O
三

二
八
条

の

一
項

一
号

の
法

政
策
目
的
を

超
え

て
お
り

、

ア
メ
リ
ヵ

の
州

政

府
と

の
二
国
間

の
法
的
安

定
を
お
お

い
に
損

な
う

こ
と

に
な

ろ
う

。
従

っ
て
、
判
決
を
下
し
た
裁
判
所

が

ア
メ
リ
カ

の
州

国
家

に
帰
属

し

て

い
る
場
合

で
も

、
Z

P
O
三

二
八
条

の

一
項

一
号
は
、
法

の
趣
旨

か
ら
目
的
論
的

に
制
限
さ
れ
る

べ
き

で
あ
る
。
こ

の
場
合

に
も

、
鏡

像
原
則

は
、

ア
メ
リ
カ
国
家
全
体

に
適
用

さ
れ
る
べ
き

で
あ

っ
た
、
と
。

(2
)
国
際
裁
判
管
轄
否
定
説

本
件

の
オ
ー

バ
ー
ラ
ン
ト
裁
判
所
判
決

や
ω
9
ロ
訂
ら
は
、
判

決
を
下
し
た
州
-

B
G
H

一
九
九
九
年

四
月

二
九

日
判
決

の
事
案

の
場

合
は
、

ウ
ィ
ス

コ
ン
シ

ン
州
1

の
裁
判
所

の
国
際
裁
判
管
轄
を
否
定
す

る
。
そ

の
根
拠
を
次

の
よ
う

に
説
明
す

る
。

(
12

)

ま
ず

○
い
O

国
鋤
臼
β

d
二
Φ
ロ
<
o
日

吟
Φ
一
¢
り
刈
は
、
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

こ

の
よ
う
な
執
行
判
決

は
本
件

で
は
、
認

め
ら
れ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば

、

ア
メ
リ
カ

の
執

行
名
義

は

Z
P
O
三

二
八
条

一
項

一
号

に
従

え

ば
、
承
認
を
拒
絶
さ
れ
る

べ
き
だ

か
ら

で
あ

る
。
Z
P
O
三
二
八
条

に
従
え
ば
、
外

国
裁

判
所
が
所
属
す

る
国

Q。
巳
。。
あ

裁
判
所
が
ド
イ

ツ
法

か
ら

み
て
管

轄
を
有

し

て

い
な

い
と
き

、
外
国
判
決

の
承

認
は
拒
絶

さ
れ
る
。
本
件

で
は
、
ド
イ

ッ
法

に
従
え
ば

、
ウ

ィ
ス

コ
ン
シ

ン
州

に
は
国
際
裁

判
管
轄

が
な

い
。
ド
イ

ッ
の
管
轄
規
定
を
鏡

像
原
則
的

に
適
用
す
る
と
、
本
件

で
は
、
判
決

国

の
裁
判
所

の
国
際
裁

判

管
轄

に
関
す

る
関
連
性
と
し

て
、

Z
P
O
二
三
条

に
よ

る
財
産

所
在
地

の
特

別
裁
判
籍
が
考
え

ら
れ

る
。
被
告

は

い
か
な
る
時
も

ウ

ィ
ス
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コ
ン
シ

ン
州

に
如
何
な

る
財
産
も
所
有

し
て

い
な
か

っ
た

の
は
明
ら
か

で
あ

る
。

ア
メ
リ
カ

の
他

の
州
、
す
な
わ
ち
イ

リ
ノ
イ
州

に
被
告

が
財
産
を
所
有
し

て

い
た
こ
と
は
、
重
要

で
は
な

い
。
当
裁
判
所

の
見
解

に
よ
れ
ば
、

い
わ

ゆ
る
地
域
的
不
統

一
法
国

に
お

い
て
は
、
自

立
的
立
法

と
裁
判
所
組
織
を
有

し
て

い
る
個

々
の
州

が
判
決
国
と

し
て
見
な
さ
れ

る
べ
き

で
あ

る
。

当
裁

判
所
は
、

ア
メ
リ
カ

の
よ
う

な
地
域

的
不
統

一
法

国

に
お

い
て
は
管

轄

の
関
連
性
は
領
土
た

る
国
全
体
と

の
関
連
性

で
十
分

で
あ

る
と
主
張

す
る
判
例
な

い
し
学
説
を
否
定

す
る
。
当
該
見
解

は
、
判
決
国
全

体

の
中

で
裁
判
を
分
配
す

る
こ
と
は
、
Z
P
O
三

二
入
条

一

項

↓
号

に
よ
れ
ば

、
判
決
国
内
部

の
先
決
事

項

で
あ

っ
て
、

た

い
し
た
問
題

で
は
な

い
と
主
張
す

る
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
裁

判
所
は
、

他

の
多
く

の
判
例
学

説

に
与
し

て
、
Z
P
O
三
二
八
条

一
項

一
号

の
意
味

に
お
け
る
判
決

国
と

し

て
、
個

々
の
州
を
す

べ
き
と
す

る
こ
と

を
正
当
と

考
え

る
。

こ

の
よ
う
な
見
解

は
、

ア
メ
リ
カ

の
個

々

の
州

が
独
立
し
た
法
体
系
と

裁
判
制
度
を
有

し

て

い
る
こ
と
と
合
致

し
、

Z
P
O
三

二
八
条

一
項

五
号

の
意
味

に
お
け

る
相
互

の
保
証

が
あ

る
か
否
か
と

い
う

問
題

に

つ
い
て
、

ア
メ
リ
ヵ

の
個

々
の
州
を
基
準
と

し

て

い
る
実
務
と

一
致

す

る
。

国
O
ゆ
O
bd
四
条

三
項
が
説
明

し

て
い
る
よ
う

に
、

G。
$
鉾
の
概
念
は

、
国
際
法

の
主
体
と

し

て
の
全
体
国
家

と

一
致
す

べ
き
必
然
性

は
な

い
の
で
あ

る
。
同
様

に
、
独
立

し
た
部
分
的
法
体
系
を
有
す

る
、
全
体
国
家

の

一
部
を
も

国
家

の
概
念
と

し

て
考
え

ら
れ

る
。
特
筆
す

べ
き

こ
と

に
、
判
例
と
学
説
は
、
相
互

の
保
証

の
範
囲

で
、

Z
P
O

一
一
〇
条

二
項

一
号

の
訴
訟
費
用

の
補
償

の
免

除

の
問
題

に

つ
い
て
、
地
域
的
不
統

一
法

国

の
個

々
の
州
を

の
み
を
検

討

の
対
象

と
し

て

い
る
。
さ
ら

に
、
こ
こ

で
主
張
さ
れ

て

い

る
見
解

は
、

Z
P
O
三

二
八
条

一
項

一
号

の
意
味

と
目
的

に
お

い
て
も
妥
当

す
る
。

こ
れ
ら

の
規
定

は
、
ド
イ

ツ
に
お
け
る
裁

判
を
受

け

る
首

尾

一
貫

し
た
義

務

の
概
念
を

目
指

し

て
お
り
、
同
時

に
事
実

上
被
告
保
護
を
図

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。
国
際
裁
判
管
轄

の
範

囲

で
、

ド
イ

ッ
の
民
事
訴

訟

の
規
定

に
よ
れ
ば
、
対
応
す

る
関
連
性
を
被
告

が
有

し

て
い
る
個

々
の
州

の
裁
判
所
が
焦
点

と
さ
れ
て

い
る
と
き
は
、

特
別
な

や
り
方

で
、
被
告

の
利
益
が
掛
酌

さ
れ

て
い
る

の
で
あ

る
。
裁
判
管
轄
と

の
関
係
を
、

ア
メ
リ
カ

の
主
権

の
全
範
囲
と

の
関
係

で

と
ら
え

る
こ
と
は
、
被
告
保

護

の
観
点
を

反
対

に
誤
ら

せ
る
も

の
で
あ

る
、
と
。
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(
13

)

ω
o
巨

旨
o
は
、

○
い
O

=
餌
ヨ
β

d
洋
Φ
ロ
<
o
ヨ

↑
9
一
⑩
り
刈
の
評
釈

に
お

い
て
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

外

国
民
事
判

決
を

承
認
執

行
す

る
際

の
状

況
は
様

々
で
あ

る
。
ド
イ

ツ
の
判
決

の
効

力
を

ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州

に
及
ぼ
そ
う
と

す

る
と

ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
法

に
従
う

し
、
イ
リ
ノ
イ
州

の
場
合

に
は
イ
リ
ノ
イ
州
法

に
従
う

の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
連
邦
国
家

で
あ

る
ア
メ
リ

カ

で
は
な
く

、
個

々

の
州

の
国
家

が
Z
P
O
三

二
八
条

一
項

一
号

の
意
味

で

の
判
決

国
と

し

て
見

な
さ
れ
る

べ
き

で
あ

る
。

個

々
の
国
家

(州
)

は
、
外

国
民
事

判
決

の
承
認
執
行

に

つ
い
て
様

々
な
か
な
り
異

な
る
法

規
を

そ
れ
ぞ
れ
施
行
し

て
お
り
、
外
国

民

事

判
決

の
効

力
を
拡
張

さ
せ
る
た
め

の
連

邦
法
規
則
と

い
う
も

の
は
な

い
。
そ
れ
ゆ
え

、
個

々
の
州

の
国
家

の
観
点
か
ら

の
み
、
国
際

裁

判
管
轄

の
有
無

を
判
断
す

る
こ
と
は
正
し

い
の
で
あ

る
。

イ
リ

ノ
イ
州

の
裁

判
所

の
判

決
に

つ
い
て
、
承

認
要
件
た
る
管
轄

の
調
査
を

す

る
限
り

で
は
、
国
際
裁
判
管
轄

が

ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州

の
裁
判

所
に
あ

る
か
否

か
は
、
管
轄

が

ア
ル
ゼ

ン
チ

ン
に
あ
る
か
中

国

に
あ

る
か
と

同
様

、
重

要

で
は
な

い
の
で
あ

る
。

そ
れ
ゆ
え

、

O
い
Ω
口
鋤
B
日

の
判
決
は

こ
れ
ら

の
観
点

か
ら
賛

成
さ
れ
る

べ
き

で
あ
る
、
と

。

(
14

)

ω
o
げ
碧
評
は
、
概

説
書

に
お

い
て
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

ア
メ
リ
ヵ

の
個

々
の
州
は
、
州
裁
判
所

の
み
な
ら
ず
連
邦
裁
判
所

に
も
適
用

さ
れ

る
、
そ
れ
ぞ

れ
独
自

の
私
法
と
手

続
法

を
有
し

て

い

る
。

そ
れ

ゆ
え

、
ド
イ

ツ
の
判
決
を

ア
メ
リ
カ
で
承
認
す

る
場
合

に
は
、
ア
メ
リ
カ
で
下
さ
れ
た
判
決
を

ド
イ

ツ
で
承
認
す

る
の
と
は
反

対

に
、
ア
メ
リ
カ

の
州
法
が
問
題
と
な

る
。

こ

の
こ
と

は
、

Z
P
O
三
二
八
条

一
項

五
号

の
相

互

の
保
証

の
場
合

に
も

妥
当
す

る
し
、

ア

メ
リ
カ

の
連
邦
裁

判
所
な

い
し
州
裁
判
所

か
ら
下
さ
れ
た
判
決
を
承
認
す

る
場
合

の
鏡
像
原
則

に
も
妥
当
す

る
、
と
。
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(
15

)

幻
o
匪

は
、

じU
O
炉

b。
ρ
↑
一
り
㊤
㊤
の
判
例
評
釈

に
お

い
て
、
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

Z

P
O
三

二
八
条

]
項

一
号

の
規
定
は
、
外
国
裁
判
所

の
国
際
裁

判
管
轄

の
み
を
問
題
と
し

て
お
り

、
事

物
管
轄

や
土
地
管

轄
と
は
関

わ
り
を
持

た
な

い
。
判
断
基
準
は
、
ド
イ

ッ
法

で
あ

る
。

鏡
像

原
則

に
し
た
が

っ
て
判
断
さ
れ
る

の
は

、
ド
イ

ッ
法
を
当
該
外

国

に
適

用

し
た
場
合

、
こ
れ
ら

の
国

の
あ
る
裁
判
所

が
管
轄
を
有

し
て

い
た
か
否

か
で
あ

る
。
承
認
管
轄

の
範
囲

は
、

ド
イ

ツ
が
自
ら

に
求

め
る
判

決
管

轄

の
範

囲
と

同
じ
で
あ

る
。

ア
メ
リ
カ

の
よ
う
な
、
独
自

の
法
と
裁
判
所
を
有
す

る
不
統

一
法
国

の
場
合
、

ア
メ
リ
カ
全
体

の
中

の

あ

る
裁
判
所

が
管
轄
を
有

し

て
い
た
だ
け

で
は
十
分

で
は
な

い
。
反
対

に
、
本
件

で
は
ウ
ィ

ス
コ
ン
シ
ン
州

の
裁
判
所
が
国
際
裁
料
管
轄

を
有

し

て

い
た

こ
と
が
必
要

で
あ

る
、
と
。

四

結
び
ー

日
本
に
お
い
て
承
認
執
行
す
る
場
合
の
間
接
管
轄
の
要
件
に
つ
い
て

以

上

の
よ
う

に
、
判
決
国
が
地
域
的
不
統

一
法

国

で
あ

る
場
合

に
、
ド
イ

ッ
法
か
ら
み

て
管
轄

を
有
す

る
裁
判
所
と

異
な

る
州

の
裁
判

所

が
判
決
を

下
し
た
場
合
、
国
際
裁
判
管

轄
を
肯

定
す
る
見
解

は
、
①

ア
メ
リ
カ
と

い
う

一
つ
の
国
を
領
土
的

に
分
断

す
る

こ
と
を
よ
し

(
16

)

(17

)

、
②
準
拠
法
の
適
用
か
ら
被
告
を
保
護
す
る
役
割
を
国
際
裁
判
管
轄
の
要
件
は
担

っ
て
い
な
い
、
③
国
内
の
裁
判
組
織
の
あ
り

と
し
な
い

(
18

)

方
は
、
当
該
国
家

の
専
決
事
項

で
あ

っ
て
、
Z
P
O
三
二
八
条

一
項

一
号
と

の
関
係

で
は
、
些
細
な
判
決

国
内

の
内
部
事
情

で
あ

る

。

④

州

ご
と

に
国
際
裁

判
管
轄

を
認
め

る
見
解

に
た

つ
と

、
連
邦
制

国
家

よ
り
も
中
央
主
権

国
家

の
場
合

の
ほ
う

が
外
国
判
決

の
承

認
可
能
性

が

(
19

)

広
く
な

る

、
⑤
州

ご
と

に
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め

る
見
解

に
た

つ
と

、

ア
メ
リ
カ
と
異
な

っ
て
、
州
裁
判
所
と
連
邦
裁

判
所
が
非
常

に
似

(20

)

て

い
る
国
家

の
場
合

、
何
を

国
際
裁
判
管
轄
と

し

て
認
め
る
か
が

不
明
と
な

る
こ
と

、

を
根
拠

に
挙
げ

て

い
る
。

そ

れ
に
対

し
、
国
際
裁

判
管
轄
を
否
定
す

る
見
解

は
、
①
判
決
国

が
地
域
的

不
統

一
法

国

で
あ

る
場
合

に
、
各
州

が
自
立
的
立
法
と
裁
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(21

)

(22

)

判
所
組
織

を
有

し
て

い
る
こ
と

、
②

相

互

の
保
証

の
要
件

の
場
合
、
州

ご
と
に
要
件
を
審
査

す
る
実
務

に
合
致

し
て

い
る
こ
と

、

③

ω
富
讐

(
23

)

の
概
念

は
、
国
際
法

の
主
体
と

し

て
の
国
家
と

一
致
す

る
必
然
性

は
な

い
こ
と

、

④

ド
イ

ッ
の
判
決

の
効
力
を

ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州

に
及

(
24

)

ぼ
そ
う

と
す
る
と

ニ

ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
法

に
従
う

し
、
イ

リ
ノ
イ
州

の
場
合

に
は
イ

リ
ノ
イ
州
法

に
従
う

こ
と

、

を
根

拠
に
挙
げ

る
。

結

局

の
と

こ
ろ
、
ド
イ

ッ
で
は
、
各
州

が
自
立
的
立
法
と
裁
判
所
組
織
を
有

し
て

い
る
こ
と
を
ど
う

評
価
す

る
か

で
、
見
解
が
分
か

れ

る

の
で
あ
る
。

以

上
を

ふ
ま
え

た
上

で
、

日
本

で
地
域

的
不
統

一
法
国

の
判
決

の
承
認
執
行
が
求
め
ら
れ
た
が
、
当
該
判
決
を

下
し
た
州
が
、
日
本
法

か

ら
み

て
管
轄

を
有
す

る
州
と
異
な

っ
て
い
た
場
合
を
考
え

て
み
る
。

ま
ず

、
外

国
判
決
を
承
認
執
行
す

る
場
合

の
要
件
と

し
て
、

い
わ

ゆ
る
間
接
管
轄
が

問
題
と
な

る
が
、
ド
イ

ツ
の
通
説

に
よ
れ
ば
、
間

(25
)

接
管
轄

に

つ
い
て
、
判
決

国

の
事

物
管

轄

や
土
地
管
轄

は
問
題
と
な
ら
な

い
。

日
本

で
は
こ

の
こ
と
を
直
裁

に
の
べ
た
論
考

は
あ
ま
り
見

あ

た
ら
な

い
嘩

当
該
外

国

の
事
物
管
轄

や
土
地
管
轄

は
問
題
と

な
ら
な

い
こ
と

に
異
論
は
な

い
も

の
と
田
心
わ
れ
緬
)・

そ
う

だ
と
す

る
と
、
判
決
国

が
地
域
的

不
統

一
法

国
で
あ

る
場
合

に
、
当
該
判
決
を

下
し
た
裁
判
所
が
ど

こ

の
州

の
裁
判
所

で
あ

る
か

を

問
題

に
す

る

こ
と

は
、

ド
イ

ッ
の
国
際
裁

判
管
轄
肯

定
説
が
主
張
す

る
よ
う

に
、

ア
メ
リ
カ
と

い
う

国
を
分
断

す

る
こ
と

に
な

ろ
う

。

果

た
し

て
、
そ
れ
は
妥
当
な

の
で
あ

ろ
う

か
。
確
か

に
、

ア
メ
リ
カ

の
各
州
は
自
立
的
立
法
と
裁
判
所
組
織
を
有
し

て

い
る
。
そ

の
意

味

で
は
、

一
ロ
に
連

邦
制
と
言

っ
て
も

、
ド
イ

ッ
の
連
邦
制
と
か
な
り
異
な
り
、
州

の
集
合
体
と

い
う

よ
り
、
国
家

の
集
合
体
と

い

っ
た

ほ

う

が
よ
り
適
切

か
も
し
れ
な

い
。

し
か
し
な
が
ら
、
通
常

の
事

物
管
轄

や
土
地
管
轄
違

い
は
判
決
国
手
続
内

の
蝦
疵
と

さ
れ
、
外
国
判
決

の
承
認
執
行
手
続

で
は
問
題
と
さ
れ
な

い
。

そ
れ
な

の
に
、

ア
メ
リ
カ

の
よ
う

な
地
域
的
不
統

一
法
国

で
問
題
と
さ
れ

る
の
は
、
結
局

の

と

こ
ろ
、
準
拠
法
が
問
題
と
さ
れ

て

い
る
か
ら
で
あ

る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

ア
メ
リ
カ

で
は
、
州
ご
と

に
実
定
法

が
異

な
る
。

そ

の
結
果
、

ア
メ
リ
カ

に
お

い
て
裁
判
す

る
州
が
異
な
る
と
、
単

に
裁
判
を
行
う

場
所
が
変
わ
る
と

い
う

だ
け

で
な
く
、
適

用
さ
れ
る
実



12神奈川法学第37巻 第2・3号2005年

体
法
規
-

準
拠
法
-

も

異
な

っ
て
く

る
。

こ

の
点
を
考
慮

す
る
か
否
か

が
、
真

の
問

題

の
分

か
れ
目
と

な

っ
て
い
る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

こ

の
点

に

つ
い
て
、
B
G

H
は
、

Z
P
O
三
二
八
条

一
項
五
号

の
み
が
準
拠
法

に
関
わ

る

の
で
あ

っ
て
、
準
拠
法
が
ど

の
よ
う

に
な
る

(
28

)

か
は

一
号

の
管
轄

要
件

の
関
心
外

で
あ
る
と
す
る

。

日
本

に
お

い
て
も
、
準
拠
法
は
、
外
国
判
決
承
認
執
行

の
要
件
と
さ
れ

て
い
な

い
。
従

っ
て
、
基
本
的

に
は
、

ア
メ
リ
カ

の
よ
う
な
地
域
的
不
統

一
法

国
と

い
え
ど
も
、
当
該
外
国
内
部

の
ど

こ
か
に
、

日
本
法
か
ら

み

て
国
際

(29

)

裁
判
管
轄
が
存
在
す

れ
ば

、
管
轄
要
件
を
充
足

し

て
い
る
と

言
え

よ
う

。

(
30

)

問
題
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
専
属
管
轄

(合
意
管
轄
を
も
含
む
)

の
場
合

で
あ

ろ
う

。
す
な
わ
ち
、
日
本
法

か
ら
み
て

、
専
属
的
裁
判
管

轄
が
あ
る
州

に
認
め
ら

れ
る
場
合

に
、
そ
れ
と
は
異
な

る
他

の
州

の
裁
判
所
か
ら
判
決
が

下
さ

れ
て

い
た
場
合
、
当
該
判
決
を
何

の
た
め

ら

い
も
な
く
承
認
執
行

で
き

る
で
あ

ろ
う

か
。
と
り
わ
け
、
専
属
的
合
意
管
轄
が
な
さ
れ

て

い
た
場
合
、
当
該
約
定

さ
れ
た
管
轄
地

で
裁

判
を
受

け

る
当
事
者

の
利
益

を
全
く
考
慮
し
な
く

て
よ

い
か
は
、
問
題

で
あ

ろ
う

。
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
裁
判
管

轄

の
決
定

の
本
質
を

民
事

裁
判
機
能

の
国
際
的

な
配
分

の
問
題
と
理
解
す

る
限
り
、
承
認
執
行
を
求
め
ら
れ
た
判
決
を

下
し
た
裁
判
所
が
、

日
本
法
か
ら

み
て

判
決
国
と
さ

れ
る

べ
き

国
に
存
在
す

る
限
り
、
基
本
的

に
国
際
裁
判
管
轄

の
要
件
は
充
足
し

て

い
る
と
言
わ
ざ

る
を

得
な

い
の
で
は
な

い

(
31

)

だ

ろ
う

か

。
と
は

い
え
、

こ
れ
は
判
決
国

が
不
統

一
法

国

で
あ

る
か
否

か
と

は
直
接

関
係

が
な
く

、
専
属
管
轄
な

い
し
合
意

管
轄

に
固
有

の
問
題

で
あ

ろ
う
。
従

っ
て
、
こ

の
点

に

つ
い
て
は
問
題
点
を
指
摘
す
る

に
と
ど
め

て
、
結
び
と
し
た

い
。

{297)

(
1
)

ド
イ

ッ
の
概

説
書

で
も
、
直
裁

に
こ

の
問
題
を
取

り
扱

っ
て

い
る
も

の
は
多

く
な

い
。
例
え
ば

、

冨
母

晋

ざ
出
雪

α
喜

9

島
Φ
ω
H昌
9
3

註

8

巴
8

N
一乱

く
巽
賦
匿

窪

ωお
。
茸
ω
ゆ
帥
⇔
O

日
＼
一」

Φ
。。
ら
.
切
戸
O
曾

は
、
次

の
よ
う
に
解
説
す
る
に
す
ぎ
ず
、
判
決
国
が
地
域
的
不
統

一
法
国

で
あ

る
か
否
か
に
は
、
関

心
を
よ
せ

て
い
な

い
。
「
ド
イ

ッ
の
間
接
管
轄
規
定

に
従

っ
て
、
当
該
外

国
国
家
の
ま

さ
に
判
決
を

下
し
た
裁
判
所
あ

る

い
は
他

の
裁
判
所

の
ど

こ
か
が
国

際
裁
判
管
轄
を
有

し

て
い
た
か
否
か
が
重
要

で
あ
る
。
判
決
を

下
し
た
国
が
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有

し
て

い
れ
ば

、
ど
こ

の
裁
判
所
に
管
轄

が
認

め
ら
れ
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る

べ
き

で
あ

っ
た
か
は
、
も

は
や
ど
う

で
も
良

い
こ
と
な

の
で
あ
る
。

Z
P
O
三
二
八
条

一
項

一
号

の
文
言

は
、
様

々
な

国
家

の
管

轄
範
囲
を
対
象
と
し

て

い
る

の
で
あ

っ
て
、
様

々
な
外
国
裁
判
所

の
管

轄
範
囲
を

対
象

と
し

て

い
る
の
で
は
な

い
の
で
あ

る
。
外

国
裁
判
所

の
具
体

的
な
管
轄
が
問
題
と
な
る

な
ら
ば

、
当

該
規
定

の
裁
判

所
0
2
甘
導
①
と

い
う

複
数
形

の
文
言
が
、
意
味
不
明

に
な

っ
て
し
ま
う
。
従

っ
て
、
判
決
を

下
し
た
裁
判
所
そ
れ
が
、
判
決

国
内

で
有
効

な
規
定

に
従

っ
て
、
土
地
管
轄
を
有
し

て
い
た
、
事

物
管
轄
を
有
し

て

い
た
、
審
級
管
轄
を
有
し

て
い
た
か
は
重
要

で
は
な

い
」
。

(2
)

弓
幻
霞

8
0
一
b

も。
9
弓
即
曽
閑
トの
8

一
」
霧

(3
)

幻
H芝

ら
り
N
H
O
ω
ρ

(4
)

こ

の
事
案

の
問
題
は
、
送
達
な
ど
多
岐

に
上

っ
て

い
る
が
、
本
稿

の
問
題
関
心
と
は
関
係
が
な

い
の
で
、
割
愛
し
た
。

(
5
)

Z
P
O

二
三
条

の
財
産
所
在
地

の
管
轄

が
肯
定

さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な

っ
た
。

(6
)

弓
国
輿

8
9
b

舘

(
7
)

噌
幻
鎚

8
0
炉
卜。
。。
一

(8
)

弓
国
畏

8
0
一
b

ω
b。

(9
)

宮
謎
ユ

＼
O
。
什響

巴
9
H
賠

戸

9
諺
ロ
中

N
8
N
盈

亘

届
↑

(
10
)

O
Φ
ぎ

Φ
B
H三
Φ
白
p
ま

口
巴

囲
く
昔

5
N
Φ
ωω
器
。
9

㎝
〉
⊆
中

卜。
0
8
.
国
含

H
』
8
ρ

(
11
)

口
き
ρ
弓
菊
賀

8
0
仁

Φ
卿

(
12
)

国

を
」
8
メ

一
9
ρ

(
13
)

もり
o
巨

訂
ρ
包

≦
」
8
N

一
〇
凸
・

(
14
)

ω
〔
訂

o
F

ぎ
8
ヨ

昌

8

巴
①
ω
N
三

τ
Φ
臥
曽
訂

8
曽
Φ
0
9

曽
》
口
中
b。
8
b。
、
幻
畠
曇

8
◎

(
15
)

菊
o
貸

N
N
型

=
卜。
ム
Q。
蒔

(
16
)

弓
切
輿

8
0
一
b

も。
一

(
17
)

弓
幻
鎚

b。
8
ド
b。
認

(
18
)

Z
罐

匹
＼
0
9
響

巴
ρ

H
N
勺
戸

9
>
=
戸

b。
8
b。
噛
国
α
導

一
翼

(
19
)

O
Φ
一ヨ
Φ
B
鉾
P
ρ

(一
〇
)
国
畠
昌
り
ト。
8
ρ

(
20
)

Ω
Φ
ぎ

Φ
胴
欝
騨
O
b

O
)
ヵ
晋

5
b。
8
0
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(
21
)

国

≦
-」

㊤
り
N

HO
お

旧
幻
o
葺

N
N
即

目

b。
ム

。。
拝

(
22
)

霞

≦

一
㊤
㊤
8

一〇
凸

(
23
)

霞

妻

」

㊤
ゆ
N

一〇
凸

(
24
)

G。
o
ピ

臼
ρ

国

≦

一
8

8

δ
自

(
25
)

蚕

三

鼻

ρ
勲

ρ

(一
)
菊
ま

曾

嚇
ω
。
冨

。
ぎ

鉾
p
ρ

8

寄

昇

。。
も。
9

0
Φ
雪

Φ
郵

p
ρ

(δ

窓

口
島

。。
㊤
。。
・

(26
)

「判
決
裁
判
所
が
特
別
管
轄
を
有
す
る
こ
と
ま
で
要
求
す
る
も

の
で
は
な

い
。
例
え
ば
、
日
本
の
国
際
民
事
訴
訟
法
上
、
不
法
行
為
事
件
に
つ
き
、
不

法
行
為
地
国
は

一
般
管
轄
権
を
有
す
る
と
の
原
則
を
認
め
て
よ
い
が
、
そ
の
国
の
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
な
ら
、
具
体
的
な
不
法
行
為
地
裁
判
所
の
判
決

で
な
く
て
も
、
間
接
的

一
般
管
轄
の
要
件
は
充
た
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
」
と
す
る
の
は
、
鈴
木
忠

一
・
三
ヶ
月
章
編

『注
解
民
事
執
行
法

(1
)
』
〔青
山

善
充
〕
三
九
七
頁

(第

一
法
規
出
版
、

一
九
八
四
年
)

(27
)
通
説
な
い
し
近
時

の
有
力
説
が
間
接
管
轄
を
語
る
と
き
に
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
直
接
管
轄
と
間
接
管
轄

の
基
準
が
同

一
で
あ
る
べ
き
か
否
か
な
ど

で
あ

っ
て
、
判
決
を
下
し
た
裁
判
所
で
は
な
く
、
判
決
国
の
裁
判
管
轄
権

の
有
無
を
問
題
に
し
て
い
る
。
高
田
裕
成

「財
産
関
係
事
件
に
関
す
る
外
国
判

決

の
承
認
」
澤
木
敬
郎

・
青
山
善
充
編

『国
際
民
事
訴
訟
法

の
理
論
』
三
九
二
頁

(有
斐
閣
、

一
九
八
七
年
)
、
石
黒

一
憲

『国
際
民
事
訴
訟
法
』
二
二

〇
頁

(新
世
社
、

一
九
九
六
年
)
、
河
野
俊
行

「
間
接
管
轄
」
高
桑
昭

・
道
垣
内
正
人
編

『新

・
裁
判
実
務
大
系

(3
)
国
際
民
事
訴
訟
法
』
三
二
六
頁

(青
林
書
院
、
二
〇
〇
二
年
)
な
ど
。

な
お
、
国
際
裁
判
管
轄

の
解
釈
に
つ
い
て
の
通
説
は
、

い
わ
ゆ
る
管
轄
配
分
説
で
あ
る
。
管
轄
配
分
説
は
、
国
際
裁
判
管
轄

の
問
題
は
、
国
際
社
会
に

お
け
る
裁
判
機
能
を
各
国
裁
判
機
関
に
分
配
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
出
発
点
に
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
管
轄
配
分
説
の
考
え
に
た
つ
限
り
、
各

国
に
裁
判
管
轄
が
あ
る
か
な
い
か
だ
け
が
問
題
と
な
り
、
判
決
を
下
し
た
裁
判
所
そ
れ
自
体
が
国
際
裁
判
管
轄
を
有
す
る
か
否
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

管
轄
配
分
説
に
つ
い
て
は
、
池
原
季
雄

「国
際
的
裁
判
管
轄
権
」
新

・
実
務
民
事
訴
訟
講
座

(
7
)

一
八
頁

(日
本
評
論
社
、

一
九
八
二
年
)
な
ど
。

(28
)

H勺
菊
黙

b。8
一'b。器

(29
)

さ
ら
に
付
言
す
る
な
ら
ば
、
連
邦
裁
判
所
と
州
裁
判
所
が
併
存
す
る
場
合
、
連
邦
裁
判
所
の
判
決
な
ら
ば
国
際
裁
判
管
轄
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

の
に
、
州
裁
判
所
な
ら
ば
国
際
裁
判
管
轄

の
有
無
が
問
わ
れ
る
と
い
う
、
二
重

の
基
準
が
生
じ
る
こ
と
も
問
題
で
あ
ろ
う
。

(30
)

国
際
裁
判
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
は
、
判
決
国
と
承
認
国
で
異
な

っ
て
い
て
も
問
題
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ω
oげ
碧
貫
p
P
ρ

(恩

切
α
舜

。。
。。①

(31
)

専
属
的
合
意
管
轄

の
場
合
、
不
上
訴
の
合
意
を
し
て
い
る
、
(特
定
の
裁
判
所
で

一
回
限
り
の
裁
判
で
終
わ
ら
せ
る
合
意
を
し
て
い
た
)、
か
つ
当
該
合
意



(300)

管
轄
の
存
在
を
当
該
外
国
裁
判
所
に
申
し
出
た
が
無
視
さ
れ
た
な
ど
の
事
情
が
あ
れ
ば
、
当
該
外
国
判
決
の
承
認
執
行
を
拒
絶
し
て
も
良

い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
特
定

の
裁
判
所
で

一
回
限
り
で
裁
判
を
終
わ
ら
せ
た
い
趣
旨

で
、
当
事
者
が
合
意
管
轄
を
合
意
し
た
場
合
、
私
的
自
治

の
原

則
か
ら
い
っ
て
、
当
該
当
事
者

の
意
図
は
最
大
限
、
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

地域的不統一法国の判決を日本で承認執行する場合の国際裁判管轄

(間接的一般管轄)要 件についての一考察
15


